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関東大震災と帝都復興（1）
　―　震災の応急対応から「復興」が緒につくまで　―　

川西崇行
（かわにし　たかゆき）

早稲田大学教育・総合科学学術院講師

関
東
大
震
災

　

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
九
月
一

日
十
一
時
五
十
八
分
、
相
模
湾
を
震
源

と
し
た
激
震
が
南
関
東
一
円
を
襲
っ
た
。

関
東
大
震
災
の
発
生
で
あ
る
。
震
害
に

よ
る
家
屋
の
倒
壊
、
山
崩
れ
・
沿
岸
部

の
津
波
の
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
東

京
下
町
・
横
浜
を
襲
っ
た
大
火
災
は
江

戸
・
明
治
以
来
の
都
市
の
ス
ト
ッ
ク
を

こ
と
ご
と
く
破
壊
し
去
っ
た
。
死
者
・

行
方
不
明
者
十
万
人
余
、
罹
災
人
数
百

九
十
万
人
以
上
、
焼
失
家
屋
二
十
万
棟

余
の
大
被
害
を
出
し
た
。
当
時
「
大
震

火
災
」「
大
震
大
火
」
と
称
さ
れ
た
よ

う
に
、
昼
時
の
各
家
庭
で
の
火
の
使
用
、

ま
た
化
学
薬
品
等
か
ら
の
出
火
が
重
な

り
、
折
か
ら
の
強
風
に
煽
ら
れ
て
延
焼

を
続
け
、
三
日
午
前
に
な
っ
て
漸
く
鎮

火
し
た
。
中
で
も
避
難
民
の
集
中
し
た

本
所
の
被
服
廠
跡
で
は
大
規
模
や
火
災

旋
風
が
発
生
し
三
万
余
名
が
落
命
し
た
。

そ
の
他
、
明
治
の
繁
栄
の
象
徴
・
浅
草

十
二
階
の
倒
壊
や
、
丸
の
内
の
ビ
ル
群

の
破
損
（
建
設
中
の
内
外
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
で
は
作
業
員
数
百
名
が
圧
死
）
な
ど
、

そ
の
主
要
な
被
害
を
書
き
綴
る
だ
け
で

紙
面
が
尽
き
る
の
で
、
大
震
災
の
概
要

に
つ
い
て
は
他
稿
に
俟ま

つ
が
、
首
都
東

京
と
そ
の
外
港
・
横
浜
の
機
能
は
殆
ど

失
わ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

「
地
震
内
閣
」

　

第
一
次
大
戦
後
の
不
況
、
さ
ら
に
震

災
直
前
八
月
二
十
四
日
に
加
藤
友
三
郎

首
相
が
死
去
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
非

常
に
不
安
定
な
政
治
状
況
下
で
震
災
に

遭
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
組
閣
の
大
命

が
下
っ
た
山
本
権
兵
衛
も
築
地
の
水
交

社
で
震
災
に
遭
遇
、
後
藤
は
時
局
を
収

拾
し
よ
う
と
子
息
・
一い

ち

蔵ぞ
う

氏
ほ
か
人
を

走
ら
せ
、
山
本
ら
を
促
し
て
赤
坂
離
宮

で
の
組
閣
・
認
証
式
に
持
ち
込
む
。
山

本
内
閣
は
有
力
な
閣
員
こ
そ
揃
え
た
も

の
の
、
政
党
に
足
場
を
持
た
な
い
非
力

な
内
閣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
要
で

あ
る
内
相
に
就
い
た
後
藤
は
、
震
災
の

直
後
か
ら
復
興
構
想
（
復
興
を
担
当
す

る
特
別
官
庁
構
想
や
そ
の
人
事
）
を
手

記
に
綴
り
、
ま
た
、
配
給
・
物
資
の
手

配
、
人
心
の
収
攬
、
勅
令
に
よ
る
暴
利

取
締
な
ど
震
災
後
の
応
急
処
置
に
機
敏

に
当
た
る
。

「
帝
都
復
興
」
へ

　

東
京
・
横
浜
の
惨
状
か
ら
（
ま
た
、

海
防
面
や
当
時
の
植
民
地
等
の
経
営
の

上
で
東
京
に
は
難
あ
り
と
し
て
）
陸
軍

の
一
部
を
は
じ
め
遷
都
を
唱
え
る
節
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
組
閣
直
後
九

月
六
日
、
後
藤
内
相
に
よ
っ
て
閣
議
に

付
さ
れ
た
「
帝
都
復
興
ノ
議
」
に
よ
っ

て
強
く
牽
制
さ
れ
る
。

　

そ
の
内
容
は
後
述
の
九
月
十
二
日
の

詔
書
の
内
容
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で

「（
略
）
其
ノ
惨
害
言
フ
ニ
忍
ビ
サ
ル
モ

ノ
ア
リ
ト
雖い

え
どモ

、
理
想
的
帝
都
建
設
ノ

為
真
ニ
絶
好
ノ
機
会
ナ
リ
（
略
）
躊

ち
ゆ
う

躇ち
よ

逡し
ゆ
ん

巡じ
ゆ
ん

此
ノ
好
機
ヲ
逸
セ
シ
ム
カ
（
後

略
）」
と
始
ま
り
、「
臨
時
帝
都
復
興
調

査
会
」「
帝
都
復
興
ノ
計
画
及
執
行
ノ

事
務
ヲ
掌
ラ
シ
ム
ル
為
メ
新
タ
ニ
独
立

ノ
一
機
関
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
」「
帝
都
復

興
計
画
調
査
会
」
の
三
機
関
の
設
置
、

「
帝
都
復
興
ニ
関
ス
ル
経
費
ハ
原
則
ト

シ
テ
国
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ル
コ
ト
」

（
復
興
費
の
国
負
担
の
原
則
）、「
罹
災

地
域
ノ
土
地
ハ
公
債
ヲ
発
行
シ
テ
此
ノ

際
之
ヲ
買
収
シ
、
以
テ
土
地
ノ
整
理
ヲ

実
行
シ
タ
ル
上
必
要
二
応
シ
テ
更
ラ
ニ

適
当
公
平
二
其
ノ
売
却
又
ハ
貸
付
ヲ
為

ス
コ
ト
」（
所い

わ

謂ゆ
る

、
焦
土
全
部
買
上
案
）

と
い
う
大
胆
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
帝
都
復
興
ノ
議
」
は
内
閣
の

方
針
と
な
り
、「
臨
時
帝
都
復
興
調
査

会
」
は
、
総
理
大
臣
を
長
と
し
て
枢
密

院
・
閣
外
・
財
界
か
ら
も
有
力
な
委
員

を
集
め
た
最
高
機
関
「
帝
都
復
興
審
議

会
」
と
し
て
、
政
権
基
盤
の
弱
い
山
本

内
閣
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
挙
国
一
致
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の
象
徴
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
ま

た
「
独
立
ノ
一
機
関
」「
帝
都
復
興
計

画
調
査
会
」
は
内
閣
直
属
の
「
帝
都
復

興
院
」
と
そ
の
評
議
機
関
「
帝
都
復
興

評
議
会
」
と
し
て
具
体
化
す
る
。

　

九
月
十
二
日
に
は
「（
略
）
東
京
ハ

帝
国
ノ
首
都
ニ
シ
テ
政
治
経
済
ノ
枢
軸

ト
ナ
リ
国
民
文
化
ノ
源
泉
ト
ナ
リ
テ
民

衆
一
般
ノ
瞻せ

ん

仰ぎ
よ
うス
ル
所
ナ
リ
一
朝
不
慮

ノ
災
害
ニ
罹
リ
テ
今
ヤ
其
ノ
旧
形
ヲ
留

メ
ス
ト
雖
依
然
ト
シ
テ
我
国
都
タ
ル
地

位
ヲ
失
ハ
ス
是
ヲ
以
テ
其
ノ
善
後
策
ハ

独
リ
旧
態
ヲ
回
復
ス
ル
ニ
止
マ
ラ
ス
進

ン
テ
将
来
ノ
発
展
ヲ
図
リ
以
テ
衖こ

う

衢く

ノ

面
目
ヲ
新
ニ
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い

う
旨
の
大
詔
が
渙
発
さ
れ
、
遷
都
論
は

完
全
に
沙
汰
止
み
と
な
る
。
そ
し
て
二

十
七
日
に
は
帝
都
復
興
院
が
設
立
さ
れ
、

そ
の
総
裁
は
後
藤
内
相
が
兼
務
し
た
。 

「
帝
都
復
興
院
」
と
い
う
と
こ
ろ
　―

　

後
藤
と
い
う
人

　

復
興
院
の
て
ん
や
わ
ん
や
の
是
非
を

後
藤
に
問
う
た
と
こ
ろ
「
不
統
一
の
中

に
統
一
あ
り
」（
松
木
幹
一
郎
の
発

言
：
東
京
市
政
調
査
会
編
﹃
帝
都
復
興

秘
録
﹄（
一
九
三
〇
）―

以
下
、
本

稿
で
は
貴
重
な
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て

度
々
引
用
す
る
）
と
い
う
言
や
、
有
名

な
逸
話―

帝
大
教
授
・
佐
野
利
器
が

（
筆
者
補
注
：
後
藤
か
ら
松
木
を
通
し

て
後
藤
の
許
に
来
る
様
指
示
が
あ
り
）

「
伺
っ
た
と
こ
ろ
が
建
築
局
長
を
勤
め

ろ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。﹃
何
を
す
る

の
で
す
か
﹄
と
言
っ
た
と
こ
ろ
が
、

﹃
復
旧
な
ど
で
は
な
く
て
是
か
ら
は
復

興
だ
。
此
際
何
を
す
る
か
と
い
う
こ
と

は
ソ
ッ
チ
で
考
え
ろ
、
俺
に
わ
か
る

か
﹄、
斯か

う
い
う
お
話
で
あ
っ
た
（
笑
）

（
略
）﹃
仕
事
は
そ
っ
ち
で
考
え
ろ
、
何

ん
で
も
思
い
切
っ
て
や
っ
て
見
ろ
﹄」

（
前
掲
﹃
帝
都
復
興
秘
録
﹄）
と
い
う
話

を
読
む
に
つ
け
、
帝
都
復
興
院
は
、
後

藤
の
面
目
躍
如
た
る
大
舞
台
で
あ
っ
た

こ
と
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

た
だ
し
、
斜
に
構
え
た
世
評
で
は
「
復

興
院
の
組
織
其
の
も
の
が
後
藤
閥
の
収

容
所
で
あ
る
と
か
、
或
は
参
与
、
評
議

員
を
列な

ら

べ
て
大
名
行
列
風
な
大
風
呂
敷

で
あ
る
と
か
、
行
政
整
理
を
要
す
る
際

に
其
の
職
員
が
多
す
ぎ
る
と
か
、
復
興

院
は
何
時
迄
何
を
し
て
居
る
の
か
と
云

う
様
な
種
々
な
る
非
難
が
既
に
出
て
き

た
」（
注
1
）
と
い
う
評
も
あ
り
、
ま

た
そ
れ
も
一
面
事
実
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
議
会
な
ど
で
も
、
外
国
の
事
例

を
唐
突
に
出
し
て
「
後
藤
さ
ん
だ
け
理

解
し
て
居
っ
て
、
そ
れ
が
誰
に
も
分
か

ら
ぬ
と
い
う
訳
」（
井
上
準
之
助
の
発

言
：
前
掲
﹃
帝
都
復
興
秘
録
﹄）
と
い

う
状
況
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。

「
帝
都
復
興
」
の
曲
折
・
復
興
予
算

の
問
題

　

こ
の
帝
都
復
興
の
ス
キ
ー
ム
に
は
後

藤
自
身
、
相
当
の
思
い
入
れ
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
自
身
が
深
く
関
わ
っ
た

平
時
の
都
市
計
画
法
制
・
官
制
（
旧
法

体
制
）
か
ら
の
逸
脱
、
あ
る
い
は
（
国

の
主
導
で
）
都
市
の
自
治
権
を
制
限
し

て
ま
で
も
（
注
2
）
事
業
を
成
し
遂
げ

た
か
っ
た
様
子
が
、
後
藤
の
言
動
か
ら

見
て
取
れ
る
。

　

結
果
か
ら
言
え
ば
、「
帝
都
復
興
の

議
」
で
唱
え
ら
れ
た
、「
焦
土
全
部
買

上
案
」
は
財
政
難
か
ら
頓
挫
し
、
早
晩
、

区
画
整
理
に
よ
る
（
イ
ン
フ
ラ
整
備

の
）
用
地
捻
出
が
企
図
さ
れ
る
。
ま
た

帝
都
復
興
院
の
事
業
に
は
、
各
省
庁
の

復
旧
費
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

弱
体
・
山
本
内
閣
の
後
盾
と
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
た
帝
都
復
興
審
議
会
の
審

議
で
散
々
な
目
に
遭
う
。
当
時
の
大
蔵

大
臣
・
井い

の

上う
え

準じ
ゆ

之ん
の

助す
け

は
予
算
決
定
の
プ

ロ
セ
ス
と
帝
都
復
興
審
議
会
の
様
子
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

予
算
策
定
の
流
れ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が

非
常
に
よ
く
判
る
の
で
、
最
後
に
煩
を

厭い
と

わ
ず
引
用
す
る
。

「
一
遍
後
藤
案
と
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
に
閣
議
に
出
さ
れ
た
事
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
各
省
の
震
災
復
旧

に
二
十
億
、
帝
都
復
興
に
十
五
億
、

合
計
し
て
三
十
五
億
の
案
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
で
私
は
其
時
に
後
藤
子

爵
に
、
案
は
至
極
結
構
だ
と
思
う
け

れ
ど
も
日
本
の
財
政
か
ら
言
う
と
金

が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
帝
都
復
興
の
為
に

一
番
最
高
極
度
に
や
れ
る
金
が
、
其

時
は
慥た

し

か
七
億
何
千
万
円
、
八
億
位

の
も
の
で
し
た
ろ
う―

是
で
や
る

よ
り
外
な
し
と
い
う
こ
と
で
話
を
し

て
、
結
局
案
の
出
来
た
の
が
七
億
二

百
万
の
計
画
で
あ
り
ま
し
た
」「
山

本
内
閣
の
予
算
に
対
し
て
ケ
チ
が
付

い
た
と
い
う
な
ら
、
あ
の
審
議
会
の

状
態
だ
っ
た
」（
前
掲
﹃
帝
都
復
興

秘
録
﹄
か
ら
）

︻
注
︼

（
注
1
）
東
京
市
会
議
員
・
小
滝
辰
雄

「
山
本
内
閣
の
成
立
と
そ
の
後
」

﹃
憲
政
公
論
﹄
三
巻
十
号

（
注
2
）「
総
て
金
の
事
は
心
配
す
る

な
。
俺
が
や
っ
て
や
る
。
東
京
横

浜
の
両
市
は
当
分
市
制
は
中
止
だ
。

市
会
な
ど
顧
慮
せ
ず
に
や
れ
」（
渡

邊
勝
三
郎
の
発
言
：
東
京
市
政
調

査
会
編
「
帝
都
復
興
秘
録
」（
一
九

三
〇
）
か
ら
）


